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１ 青少年のインターネット利用を取り巻く環境の変化 1 

（１）青少年保護のための法規制 2 

インターネットは、その普及とともに様々な分野にサービスが浸透し、国3 
民生活の利便性向上にとって欠くことのできないツールとなっている。一方4 
で、インターネットにおいて、犯罪、自殺、いじめ等の青少年の健全な成長5 
を著しく阻害する青少年有害情報が多く流通し、それによる青少年の被害が6 
絶えない状況に鑑み、表現の自由を保障しつつ、青少年がこのような有害情7 
報に接することを少なくするとともに、安全に安心してインターネットを利8 
用できる環境の整備を推進することを目的として、平成 20 年に「青少年が9 
安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」10 
（平成 20年法律第 79号。以下「環境整備法」という。）が制定された。 11 
その内容は、青少年のインターネットを適切に活用する能力の習得に必要12 

な措置を講ずるとともに、青少年がインターネットを利用して青少年有害情13 
報を閲覧する機会をできるだけ少なくするための措置等を講ずることによ14 
り、青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにして、青少15 
年の権利の擁護に資することを目的とする（同法第１条）。 16 
具体的には、青少年自らが主体的に情報通信機器を使用し、インターネッ17 

トにおいて流通する情報を適切に取捨選択して利用するとともに、インター18 
ネットによる情報発信を適切に行う能力の習得や、青少年有害情報の閲覧を19 
防止するための措置等により、青少年がインターネットを利用して青少年有20 
害情報の閲覧をする機会をできるだけ少なくすること、自由な表現活動の重21 
要性及び多様な主体が世界に向け多様な表現活動を行うことができるイン22 
ターネットの特性に配慮し、民間企業における自主的かつ主体的な取組が大23 
きな役割を担い、国及び地方公共団体はこれを尊重することを求めている24 
（同法第３条）。 25 
民間企業の取組のうち、インターネットの入口を提供する携帯電話事業者26 

に対しては、青少年にインターネット接続サービスを提供する場合、保護者27 
がフィルタリングサービスの利用をしない旨の申出をした場合を除き、その28 
利用を条件として、インターネット接続サービスを提供することなどの義務29 
を課すこととなった（制定時同法第 17条）。 30 
また、サイト管理者等の特定サーバー管理者に対しては、青少年有害情報31 

が発信されていることを知ったときは、青少年による閲覧ができないように32 
するための措置をとることが努力義務として規定されている （同法第 21条）。 33 
平成 20 年の環境整備法施行以降、青少年のインターネット利用も、いわ34 

ゆる「ガラケー」からスマートフォンへ、Web閲覧中心の利用形態からアプ35 



2 

リ利用へ、携帯電話回線のみによる接続から公衆無線 LAN経由のインターネ1 
ット接続へと大きく変化することとなり、併せて、青少年の有害情報の閲覧2 
を防止する措置であるフィルタリングサービスの利用が低迷している状況3 
に対応するため、その利用の促進を図るための措置を講ずるべく、制定から4 
９年後の平成 29 年に環境整備法の改正（以下「平成 29 年改正」という。）5 
が行われた。 6 
平成 29 年改正では、携帯電話事業者に対して、携帯回線契約締結時の使7 

用者の青少年確認や、青少年有害情報の閲覧リスクやフィルタリングサービ8 
ス利用の必要性等に関する説明に加え、携帯電話端末等の販売と携帯回線契9 
約を同時に行う場合には、青少年の保護者がフィルタリング有効化措置を講10 
ずることを希望しない旨の申出をした場合を除き、当該携帯電話端末等につ11 
いて、フィルタリング有効化措置を講じなければならないとする義務 （現行12 
法第 16条）を追加されることとなった。 13 
また、併せて、OS開発事業者には、フィルタリング有効化措置及びフィル14 

タリング容易化措置が円滑に講じられるように、OSを開発する努力義務 （現15 
行法第 19条）が課せられることとなった。 16 

 17 

（２）青少年の利用形態の変化 18 

平成 29年改正から約 10年が経過し、青少年のインターネット利用を取り19 
巻く環境は更に変化してきている。 20 
10～17 歳のスマートフォン等を利用したインターネット利用率は約 99％21 

に増加し、自分専用のスマートフォンを所有する青少年も、小学生（10歳以22 
上）では約 75％、中高生では殆どが所有している状況となっている。 23 

 24 
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 1 
図１及び２ 青少年のインターネット利用状況及びスマートフォン保有状況 1 2 

 3 
また、インターネットを１日に５時間以上利用していると回答した青少年4 

は約 48％、平均利用時間は約５時間 27分であり、利用時間が長時間化して5 
いる傾向にある。自分専用のスマートフォンの所有率は年々高まっており、6 
特に小学生（10歳以上）についても所有率が伸びているなど、これまでより7 
も低い年齢からスマートフォンを所有するケースが増えており、スマートフ8 
ォンを自身で所有する青少年が増えたこともインターネット利用率の高止9 
まりや利用時間の長時間化に影響していると考えられる。 10 

 11 
図３ 青少年のインターネットの利用時間 2 12 

 
1 本会合（資料 4-3）「論点整理案に関する参考資料」より抜粋 
https://www.soumu.go.jp/main_content/001069939.pdf  
2 同上 

https://www.soumu.go.jp/main_content/001069939.pdf
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さらに、平成 29 年改正時からの大きな変化としては、青少年の SNS 利用1 
が挙げられる。12～17歳で 「ほぼ毎日利用している」と回答した者は、主に2 
連絡手段としての利用が想定される 「LINE」が約７割、主に動画の視聴・投3 
稿としての利用が想定される 「YouTube」が約６割、「TikTok」が約４割とな4 
り、主に画像や文章の投稿・閲覧としての利用が想定される「Instagram」5 
が約４割、「X」が約３割となっている。 6 

 7 
図４ 青少年の SNS の利用頻度 3 8 

 9 
また、このような SNSへコンテンツ投稿を行うと回答した者は、動画共有10 

アプリ（YouTube、TikTok等）で約５割、SNS ・マイクロブログアプリ（Instagram、11 
X等）で約６割となっている。 12 
発信のジャンル別にみると、自身に関する発信（文章・画像・動画投稿等）13 

や知人のコミュニティへの発信（コメント・投稿）がわずかに多いものの、14 
見知らぬ人への発信（コメント・メッセージ・通話）も、約５割の者が行っ15 
ており、SNSを通じた青少年による発信や交流が、自身のコミュニティにと16 
どまらず、不特定の個人と交流する機会にも及んでいることが分かる。 17 

 18 
 19 

 
3 本会合（資料 4-3）「論点整理案に関する参考資料」より抜粋 
https://www.soumu.go.jp/main_content/001069939.pdf 

https://www.soumu.go.jp/main_content/001069939.pdf
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 1 
図５ 青少年の SNSへのコンテンツの情報発信・他者交流頻度（ジャンル別）4 2 

 3 

（３）利用に伴うトラブル傾向 4 

青少年によるスマートフォン等を通じた SNS利用が進む中、インターネッ5 
ト利用において青少年が遭遇するトラブルは多様化してきている。 6 
小中高・特別支援学校におけるいじめの態様別認知件数では、「パソコン7 

や携帯電話等で、ひぼう・中傷や嫌なことをされる」が増加傾向にあるほか、8 
知人や友人に個別に送信した自身の画像が意図せず SNS上において公開 ・拡9 
散される事件なども起きている。 10 

 11 
図６ ネット上でのいじめの状況 5 12 
 

4 本会合（資料 4-3）「論点整理案に関する参考資料」より抜粋 
https://www.soumu.go.jp/main_content/001069939.pdf 
5 同上 

https://www.soumu.go.jp/main_content/001069939.pdf
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また、見知らぬ個人との遭遇によるトラブルも課題となっており、特に動1 
画共有を目的としたサービスや SNSにおいて、プライバシー侵害や性的被害2 
等の犯罪に遭遇する傾向がある。 3 

 4 
図７ インターネットの利用における青少年が遭遇しているトラブル 6 5 

 6 
さらに、SNSの利用は誹謗中傷やいじめなどのトラブルのみならず、青少7 

年が犯罪に巻き込まれ、被害者となるだけでなく、犯罪に加担してしまう事8 
態も生じている。 9 
SNSに起因する事犯による被害児童数は、全体として減少傾向にあるもの10 

の、殺人や強盗、不同意性交、略取 ・誘拐といった重要犯罪等の被害者は増11 
加傾向にある。また、このような事犯において、被害児童が自ら最初に投稿12 
している割合は約７割にも及び、さらにフィルタリングの利用率は約１割に13 
とどまっている。 14 
特殊詐欺をはじめとする犯罪やトラブルにおける、SNSを通じた募集や応15 

募、個人情報提供行為などの問題は、青少年においても同様に発生しており、16 
特殊詐欺の受け子などのいわゆる「闇バイト」で検挙された 10 代の約３割17 

 
6 本会合（資料 4-3）「論点整理案に関する参考資料」より抜粋 
https://www.soumu.go.jp/main_content/001069939.pdf 

https://www.soumu.go.jp/main_content/001069939.pdf
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は SNSから応募したと供述している。7 1 

 2 
図８ SNSに起因する事犯による被害 8 3 

 4 

（４）政府の取組 5 

時代の変化に伴い、青少年のインターネット利用を巡るリスクも、青少年6 
有害情報の閲覧のみならず、長時間利用による影響や、青少年が自ら発信す7 
ることによるリスクの出現に加え、生成 AI の普及に伴う巧妙な偽・誤情報8 
の流通や拡散に伴う社会的な影響など、多様に変化してきたと考えられる。 9 

 
7 警察庁報道発表資料「特殊詐欺に犯行利用された番号種別件数の推移及び受け子になった経緯について」より 
banngousuiii-ukekokeii.pdf 
8 本会合（資料 4-3）「論点整理案に関する参考資料」より抜粋 
https://www.soumu.go.jp/main_content/001069939.pdf 

https://www.npa.go.jp/bureau/criminal/souni/tokusyusagi/banngousuiii-ukekokeii.pdf
https://www.soumu.go.jp/main_content/001069939.pdf
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政府では、技術的な対応やリテラシー向上などの総合的な対策を念頭に、1 
令和６年９月に環境整備法に基づく 「青少年が安全に安心してインターネッ2 
トを利用できるようにするための施策に関する基本的な計画 （第６次）」9を3 
策定し、特に留意すべき取組の観点として、以下の３点を掲げ、リテラシー4 
向上のための教育・啓発や、フィルタリングの性能の向上及び利用の普及等5 
について、関係省庁において取組が進められている。 6 
①青少年が自立して主体的にインターネットを活用できる能力の向上の7 
促進 8 

②フィルタリングを始めとする技術的手段による青少年保護の推進 9 
③ 「親子のルールづくり」や教育・啓発など教育的手段による青少年保護10 
の推進 11 

 12 
また、「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争13 

の促進に関する法律」 （令和６年法律第 58 号。以下「スマホソフトウェア競14 
争促進法」という。）の参議院附帯決議 10において、スマートフォンの利用15 
を巡る青少年の保護の在り方について関係省庁等が連携した具体的な方策16 
の検討が求められたことを受け、令和６年 11 月に、こども政策の司令塔で17 
あるこども家庭庁が、 「青少年インターネット環境の整備等に関する検討会」18 
の下に「インターネットの利用を巡る青少年の保護の在り方に関するワーキ19 
ンググループ」11を設置した。 20 
同ワーキンググループでは、関係省庁参加の下、事業者や諸外国の動向等21 

を踏まえ、インターネット利用を巡る青少年の保護に関する課題及び論点の22 
整理を行い、令和７年８月に、政府において取り組むべき課題と論点を整理23 
し、検討の基本的方向性を示した 「インターネットの利用を巡る青少年の保24 
護の在り方に関するワーキンググループ課題と論点の整理」12 （以下単に「課25 

 
9 青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするための施策に関する基本的な計画（第 6 次） 
https://www.cfa.go.jp/policies/youth-kankyou/internet_torikumi_guideline/ 
10 参議院附帯決議（令和６年６月１１日参議院経済産業委員会）（抄） 
十一 青少年保護及び青少年の心身の健全な成長等を図る観点から、青少年や保護者、教育関係者等におけるスマート

フォン等の利用に係るリテラシーの向上が図られるよう最大限努めること。また、スマートフォンの利用を巡る青少
年の保護の在り方について、関連する取組の状況や課題の整理、主要各国における最近の対策の動向の把握等を踏ま
えつつ、法制上の措置の必要性の有無も含め、関係省庁等が連携して、具体的な方策の検討を進めること。 

11 座長：曽我部 真裕 京都大学大学院法学研究科教授 https://www.cfa.go.jp/councils/internet-kaigi/ 
 
12 インターネットの利用を巡る青少年の保護の在り方に関するワーキンググループ「課題と論点の整理」（こども家庭
庁） https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/7ce4fa4b-f167-4913-970e-
d2fb48108e32/3a0b20c0/20250808_councils_internet-kaigi_30.pdf 

https://www.cfa.go.jp/policies/youth-kankyou/internet_torikumi_guideline/
https://www.cfa.go.jp/councils/internet-kaigi/
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/7ce4fa4b-f167-4913-970e-d2fb48108e32/3a0b20c0/20250808_councils_internet-kaigi_30.pdf
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/7ce4fa4b-f167-4913-970e-d2fb48108e32/3a0b20c0/20250808_councils_internet-kaigi_30.pdf
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題と論点の整理」という。）が取りまとめられた。 1 
さらには、「インターネットの利用を巡る青少年の保護の在り方に関する2 

関係府省庁連絡会議」13において、同年９月に「「課題と論点の整理」に基づ3 
く工程表」14が作成・公表され、「課題と論点の整理」に基づく主務府省庁の4 
検討・実施内容及びその期間が示された。 5 
これを受け、「課題と論点の整理」のうち総務省が主務府省庁とされてい6 

る項目 15の検討を行うため、同省は、令和７年９月に 「デジタル空間におけ7 
る情報流通の諸課題への対処に関する検討会」の下に「青少年保護ワーキン8 
ググループ」（以下「本会合」という。）を設置することとした。 9 
本会合では、令和７年 11 月から議論を開始し、SNS 事業者、OS 事業者及10 

び携帯電話事業者等からのヒアリング結果や、諸外国の動向等を踏まえ、議11 
論を行ってきた。 12 
インターネットの利用は、現代社会を生きる際に不可欠のものになりつつ13 

あり、その点については大人も青少年も違いはない。一方で、危機回避に必14 
要な判断能力等が発達段階にある青少年が安全にインターネットを利用す15 
るためには、適切な保護が講じられた環境でインターネットを利用すること16 
が必要である。 17 
本報告書は、青少年のインターネット利用について、安心・安全の確保を18 

前提に、総務省において今後取り組むべき方向性を示すものである。 19 
20 

 
13 議長：こども家庭庁成育局長 https://www.cfa.go.jp/councils/internet-kaigi 
14 インターネットの利用を巡る青少年の保護の在り方に関する関係省庁連絡会議「「課題と論点の整理」に基づく工程
表」（こども家庭庁） https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/7ce4fa4b-f167-
4913-970e-d2fb48108e32/0e015303/20251007_councils_internet-kaigi_32.pdf 
15 なお、「１対１の通信を発信者情報開示の対象とすることの是非を含め、事後的な権利保護の在り方に関して調査研
究を進めることについてどう考えるか。」については、調査事業の研究項目とし、本会合における検討事項の対象外と
した。 

https://www.cfa.go.jp/councils/internet-kaigi
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/7ce4fa4b-f167-4913-970e-d2fb48108e32/0e015303/20251007_councils_internet-kaigi_32.pdf
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/7ce4fa4b-f167-4913-970e-d2fb48108e32/0e015303/20251007_councils_internet-kaigi_32.pdf
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○「インターネットの利用を巡る青少年の保護の在り方に関するワーキンググループ 課1 
題と論点の整理」（令和７年８月）〈総務省主務府省庁部分抜粋〉 2 
 ２ ワーキンググループにおける議論と今後の方向性 3 

（３）課題と論点 4 
  ①リスクの多様化への対応について（青少年インターネット環境整備法） 5 

・携帯電話事業者に対して、青少年インターネット環境整備法第 13条に規定される購6 
入時の青少年確認義務について、現行では 88％であるところ、厳格な履行を求める7 
ことについてどう考えるか。（◎総務省、こども家庭庁、経済産業省） 8 

  ②リスクの多様化への対応について（民間企業等による自主的な取組） 9 
・閲覧防止技術等の技術的保護手段の開発・実装を促す手段として、フィルタリング10 

ソフトウェアの改善や事業者の新規参入を促すことについてどう考えるか。 （◎総務11 
省、こども家庭庁、経済産業省） 12 

・かつて一般社団法人モバイルコンテンツ審査・運用監視機構（ＥＭＡ）による審査・13 
認定を受けたサイトを各種フィルタリングサービスにおける閲覧制限の対象外とす14 
る仕組みが存在していたが、運営の持続性に課題があり解散に至った経緯がある。15 
コンテンツや機能について一律に国が評価を行うことは、政府による表現内容への16 
介入であり、表現の自由等との関係で極めて慎重であるべきであることを踏まえ、17 
民間において、青少年の年齢と発達段階に応じた適切な機能が提供される仕組みに18 
ついてどう考えるか。（◎総務省、こども家庭庁、経済産業省） 19 

・一部の PF事業者において講じられている青少年保護に関するサービス提供上の工夫20 
といった自主的な取組について、こうした取組を広げ、提供されるサービスの性質21 
に応じた対応の更なる促進を図るための方策等についてどう考えるか。（◎総務省、22 
こども家庭庁） 23 

③コンテンツ・リスクへの対応について（アダルト広告等青少年に有害なおそれがあるもの） 24 
・青少年に有害なおそれがある情報に対して、青少年による閲覧機会をできるだけ少25 
なくするための保護者や本人の同意を前提とした技術的手段として、例えば、18歳26 
未満ないし特定の年齢層に限定したフィルタリングや広告表示抑制機能アプリや27 
「視聴・アクセス制限」を含め、どのようなものがあり得るか。インターネット上の28 
媒体において、自ら広告掲載基準を定めるなど、媒体側での自主的な取組を促すよ29 
うな方策を講ずることについてどう考えるか。（◎総務省、こども家庭庁） 30 

  ④コンダクト/コンタクト・リスクへの対応について （闇バイト、いじめ、セクスティング等） 31 
・ペアレンタルコントロール機能の実装に向けた措置等、発信に係るリスクに対して32 
も PF事業者や OS事業者等の取組を促すことについてどう考えるか。 （◎総務省、経33 
済産業省） 34 

・１対１の通信を発信者情報開示の対象とすることの是非を含め、事後的な権利保護35 
の在り方に関して調査研究を進めることについてどう考えるか。（◎総務省）  36 

37 
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２ 諸外国及び地方公共団体の動向 1 

（１）諸外国の動向 2 

青少年のインターネット・SNS利用に係る課題は、諸外国において共通で3 
あり、本会合において議論を行った期間 （2025年（令和７年）11月から 20264 
年（令和８年）５月まで）においても、各国においていくつかの策が講じら5 
れている。 6 
 7 

①  EU 及び英国 8 

EUでは、2024年（令和６年）２月に EU加盟国内で全面適用開始となっ9 
た 「デジタルサービス法（DSA）16」に基づき、プラットフォーム （以下「PF」10 
という。）事業者に対し未成年者の保護措置を行うこと（同法第 28 条）、11 
大規模 PF 事業者等に対しては上乗せ規制として、自社サービスのリスク12 
評価及びリスク軽減措置を実施する義務 （同法第 34条、第 35条）を設け13 
ている。 14 
未成年者の保護措置については、2025 年（令和７年）７月に DSA に基15 

づくガイドラインを発行しており、年齢確認措置をとることや保護機能の16 
初期設定化、リスク評価に基づくレコメンダシステム 17の定期的なテスト17 
などの措置が掲げられている。 18 
リスク評価の項目には、いわゆる無限スクロール機能やレコメンド機能19 

等、利用者の興味・関心を惹きつけることを主目的とする機能に係る制限20 
などの項目も含まれており、サービス設計に関するリスクも含めて評価が21 
実施されている。 22 
また、年齢確認については、青少年にとってリスクの高いサービスに対23 

して、証明書や ID 等による「年齢確認」や、補完的位置付けとしての顔24 
認証等による「年齢推定」を推奨しており、利用者が生年月日を入力する25 
等の「自己申告」については、青少年のプライバシー、安全性及びセキュ26 
リティを高い水準で確保する観点から適切な方法ではないとしている。 27 
なお、2026 年（令和８年）４月には、PF 事業者が履行するための共通28 

技術基盤として、EU が年齢確認アプリを提供する準備が完了した旨を発29 

 
16 DSA：Digital Services Act 
17 レコメンダシステム：サービスの受信者によって開始された検索の結果として、またはその他の方法で表示される
情報の相対的な順序または優先順位を決定することを含め、サービスの受信者にオンラインインターフェースで特定の
情報を提案し、またはその情報に優先順位を付けるためにオンライン PF によって使用される完全または部分的に自動
化されたシステム（DSA 第３条 定義より） 
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表している 18。同年齢確認アプリは公的な年齢証明として運用されるもの1 
であり、PF 事業者側には、利用者が一定の年齢を超えて いるかどうかと2 
いう情報のみが提供され、利用者のその他の情報を取得することができな3 
い仕組みとなっている 20ため、プライバシーにも配慮された年齢確認手法4 
となっている。 5 
PF 事業者が実施したリスク評価及びリスク軽減措置が不十分である疑6 

いがある場合には、EU又は各加盟国の DSC21から情報提供要請を発出する7 
ことが可能であり、その回答に基づき、DSA違反が疑われる事項に関して8 
調査を実施することができる（同法第 66条）。 9 
2024 年（令和６年）４月以降は Meta22、TikTok23、Temu24が調査手続の10 

対象となっており、X25、Instagram （Meta）26及び TikTok27に対しては、DSA11 
に違反しているとの予備的見解が示されている。改善が認められない場合12 
には罰金を科すことも可能であり、2025 年（令和７年）12 月５日に X に13 

 
18 欧州委員長によるデジタル年齢確認アプリに関する声明（令和８年４月 15 日）
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_26_817 
20 EU 公式ページ「EU Age Verification Solution」   
EU Age Verification Solution | Shaping Europeʼs digital future 
21 DSC（Digital Services Coordinators）：EU 加盟国ごとに指定される DSA の適用及び執行に関する所管当局 
22 EU プレスリリース「Commission opens formal proceedings against Meta under the Digital Services Act related to 
the protection of minors on Facebook and Instagram」（令和６年 5 月 16 日） https://digital-
strategy.ec.europa.eu/en/news/commission-opens-formal-proceedings-against-meta-under-digital-services-act-related-
protection 
23 EU プレスリリース「Commission opens formal proceedings against TikTok on election risks under the Digital 
Services Act」（令和６年 12 月 17 日） https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/commission-opens-formal-
proceedings-against-tiktok-election-risks-under-digital-services-act 
24 EU プレスリリース「Commission opens formal proceedings against Temu under the Digital Services Act」 
（令和６年 10 月 31 日） https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/commission-opens-formal-proceedings-
against-temu-under-digital-services-act 
25 EU プレスリリース「Commission sends preliminary findings to X for breach of the Digital Services Act」 
（令和６年 7 月 12 日） https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/commission-sends-preliminary-findings-x-
breach-digital-services-act 
26 EU プレスリリース「Commission preliminarily finds Meta in breach of Digital Services Act for failing to prevent 
minors under 13 from using Instagram and Facebook」（令和８年 4 月 29 日） 
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/commission-preliminarily-finds-meta-breach-digital-services-act-failing-
prevent-minors-under-13 
27 EU プレスリリース「Commission preliminarily finds TikTok and Meta in breach of their transparency obligations 
under the Digital Services Act」（令和７年 10 月 24 日） https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/commission-
preliminarily-finds-tiktok-and-meta-breach-their-transparency-obligations-under-digital 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_26_817
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/faqs/eu-age-verification-solution
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/commission-opens-formal-proceedings-against-meta-under-digital-services-act-related-protection
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/commission-opens-formal-proceedings-against-meta-under-digital-services-act-related-protection
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/commission-opens-formal-proceedings-against-meta-under-digital-services-act-related-protection
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/commission-opens-formal-proceedings-against-tiktok-election-risks-under-digital-services-act
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/commission-opens-formal-proceedings-against-tiktok-election-risks-under-digital-services-act
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/commission-opens-formal-proceedings-against-temu-under-digital-services-act
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/commission-opens-formal-proceedings-against-temu-under-digital-services-act
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/commission-sends-preliminary-findings-x-breach-digital-services-act
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/commission-sends-preliminary-findings-x-breach-digital-services-act
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/commission-preliminarily-finds-meta-breach-digital-services-act-failing-prevent-minors-under-13
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/commission-preliminarily-finds-meta-breach-digital-services-act-failing-prevent-minors-under-13
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/commission-preliminarily-finds-tiktok-and-meta-breach-their-transparency-obligations-under-digital
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/commission-preliminarily-finds-tiktok-and-meta-breach-their-transparency-obligations-under-digital
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対し、施行後初となる１億 2,000万ユーロ（約 216億円 28）の罰金を科す1 
決定がなされた 29（X控訴中、現在 EU一般裁判所で審理継続中。）。 2 

 
28 罰金を科すことが決定された当時の為替レートによる。（1 ユーロ = 約 180 円） 
29 EU プレスリリース「Commission fines X €120 million under the Digital Services Act」（令和７年 12 月 5 日）  

Commission fines X €120 million under the Digital Services Act | Shaping Europeʼs digital future 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/commission-fines-x-eu120-million-under-digital-services-act
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 1 
図９～11 EUデジタルサービス法及び未成年者保護ガイドラインの概要 30 2 

 3 
また、英国では、2023 年（令和５年）10 月に成立した「オンライン安4 

全法（OSA）31」に基づき、PF事業者に対し、利用者数や機能に応じ、自社5 
サービスに関連する違法コンテンツのリスク評価の定期的な実施や、違法6 
コンテンツによるリスクを軽減する安全措置を講じることを義務付けて7 
いる（同法第９条、第 10条、第 26条、第 27条）。 8 
さらに、「こどもが自社サービスにアクセスするか」を評価する義務も9 

求められており、評価の結果、こどもがアクセスする可能性が高いサービ10 
スについては、こどもに及ぼすリスクの評価やそれらの軽減措置を執るこ11 
とが追加的に義務付けられている（同法第 11 条、第 12 条、第 28 条、第12 
29 条）。英国においても、EU 同様に、年齢確認方法についてガイダンス13 
（2024年）が示されており、ポルノコンテンツ提供サービスは義務、その14 
他のサービスは推奨として、EUと同水準の「極めて有効な年齢認証」が示15 
されるとともに、自己申告は単独で信頼できる年齢認証方法として認めら16 
れていない。 17 

 
30 本会合（資料 2-2）「青少年の取組状況等について」より抜粋 
https://www.soumu.go.jp/main_content/001053021.pdf 
31 OSA：Online Safety Act 

https://www.soumu.go.jp/main_content/001053021.pdf
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 1 
図 12 英国 オンライン安全法の概要 32 2 

 3 

②  豪州 4 

豪州では、2024 年（令和６年）12 月 10 日に「2024 年オンライン安全5 
法改正案 33」が成立し、2025年 （令和７年）12月 10日から適用が開始さ6 
れている。 7 
同法では、16 歳未満の利用者がアカウントを持つことを防止するため8 

の合理的措置を講じることを SNS 事業者に義務付け（同法第 63D 条）、年9 
齢確認の目的で使用した後は、収集した個人情報を破棄することを SNS事10 
業者に義務付けた （同法第 63F条）ほか、違反した場合は、最高 4,950万11 
豪ドル（約 50億円 34）の罰金を科すことを規定しているが、16歳未満の12 
利用禁止には、親権者同意などによる例外措置は設けていない。 13 
法適用開始時点の規制対象は、TikTok、X、Instagram、YouTube、Facebook、14 

Threads、Snapchat、Reddit、Kick及び Twitchの 10サービスであり、ゲ15 

 
32 本会合（資料 2-2）「青少年の取組状況等について」より抜粋 
https://www.soumu.go.jp/main_content/001053021.pdf 
33 Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Act 2024 

34 豪州の改正オンライン安全法が適用開始された当時の為替レートによる。（1 豪ドル ＝ 約 101 円） 

https://www.soumu.go.jp/main_content/001053021.pdf
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ームやメッセージアプリ、教育・健康系サービスなどは規制の対象外とな1 
っている。 2 
なお、事業者が講じる「合理的措置」についてはガイダンスが定められ3 

ており（同法第 27条）、2025年（令和７年）９月に示されたガイダンスで4 
は、推奨される年齢確認方法として、個人の年齢・年代を確認 ・推定 ・推5 
測するために使用される様々なプロセスによる多層的な「年齢認証」が示6 
されており、「年齢推定」「年齢推論」「年齢検証」などが含まれるとされ7 
ている。 8 
同法の施行後、１か月程度で約 470万件の未成年アカウントが削除され9 

たとの発表 35もあるが、2026年 （令和８年）２月には、ネット安全（eSafety）10 
コミッショナーによる上記規制制度の包括的評価が開始され、２年以上に11 
わたり、4,000人を超える青少年及びその家族を対象にアンケート調査等12 
を実施し、その成果が 2027 年（令和９年）以降、順次公表される予定と13 
なっている 36。 14 
さらに、同法は業界団体に対し、指定された違法・有害情報に対する業15 

界規範の策定を義務付けており、ネット安全（eSafety）コミッショナー16 
は業界規範の採否を決定し、要件を満たさない場合は規範の代わりに業界17 
標準を自ら策定することができる。業界規範は、コンテンツのリスクや対18 
象サービスに応じて定められているが、リスク評価の結果に応じたリスク19 
軽減措置やコンプライアンスレポート（いわゆる透明性レポート）の提出20 
などを義務付けている。 21 

 
35 eSafety Commissioner メディアリリース「Platforms restrict access to 4.7 million under-16 accounts across 
Australia」（令和８年１月 16 日）https://www.esafety.gov.au/newsroom/media-releases/platforms-restrict-access-to-
47-million-under-16-accounts-across-australia 
36 eSafety Commissioner メディアリリース「eSafety begins evaluation of Australiaʼs world-first social media 
minimum age」（令和８年 2 月 26 日）https://www.esafety.gov.au/newsroom/media-releases/esafety-begins-evaluation-
of-australias-world-first-social-media-minimum-age 

https://www.esafety.gov.au/newsroom/media-releases/platforms-restrict-access-to-47-million-under-16-accounts-across-australia
https://www.esafety.gov.au/newsroom/media-releases/platforms-restrict-access-to-47-million-under-16-accounts-across-australia
https://www.esafety.gov.au/newsroom/media-releases/esafety-begins-evaluation-of-australias-world-first-social-media-minimum-age
https://www.esafety.gov.au/newsroom/media-releases/esafety-begins-evaluation-of-australias-world-first-social-media-minimum-age
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 1 
図 13及び 14 豪州のオンライン安全法及びガイダンスの概要 37 2 

 3 

 
37 本会合（資料 2-2）「青少年の取組状況等について」より抜粋 
https://www.soumu.go.jp/main_content/001053021.pdf 

https://www.soumu.go.jp/main_content/001053021.pdf
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③ 米国 1 

米国では、各州において青少年を保護するための対応がとられているが、2 
カリフォルニア州の青少年が利用し得るサービスに対するリスク評価と3 
軽減措置を求める州法や、ユタ州やテキサス州のオンライン PF 事業者に4 
年齢確認や保護者同意の取得、一部機能の利用制限などを義務付ける州法5 
などは、SNS事業者等による差止訴訟が相次いでおり、現在、執行差止め6 
となっている。 7 

 8 

 9 
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 1 
図 15～17 諸外国法制等における青少年の PF利用に関する規定 38 2 

 3 

 
38 本会合（資料 4-3）「論点整理案に関する参考資料」より抜粋 
https://www.soumu.go.jp/main_content/001069939.pdf 

https://www.soumu.go.jp/main_content/001069939.pdf
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また、ニューメキシコ州では、PFの危険性をユーザーに警告せず、児童を1 
性的搾取者から守らなかったとして Metaを提訴し、2026年（令和８年）３2 
月、陪審団が、同社が消費者を保護する州法に違反しているとして、３億3 
7,500万ドル（約 595億円 39）の支払いを命じている 40。 4 
更に、カリフォルニア州では、同州に住む 20 歳の女性（訴訟開始当時は5 

未成年）が、Instagramや YouTubeのアルゴリズムや自動再生機能などが中6 
毒状態に陥るように意図的に設計されたことにより、依存状態となり精神的7 
な問題を抱えたとして提訴し、2026年（令和８年）３月、陪審団が、Meta及8 
び Googleが危険な PFを設計したとして、600万ドル（約９億 6,000万円 41）9 
のうち Metaに 70％、Googleに 30％の支払いを命じている 42。 10 

 11 

④ Ｇ７ 12 

2026年 （令和８年）５月 29日に「Ｇ７デジタル・技術大臣会合」がフ13 
ランス・パリで開催され 43、G7構成国・地域ほか招待国及び関係国際機関14 
が参加し、デジタル・技術分野における政策の諸課題等についての議論が15 
行われた。 16 

会合では、 「安全な AIの推進」「経済成長のための AI導入の促進」「デ17 
ジタル分野の強靱性と資源効率の確保」及び「青少年のためのより安全・18 
安心なデジタル空間の構築」について議論が行われ、「Ｇ７デジタル・技19 
術閣僚宣言」が発出された。 20 

特に 「青少年のためのより安全・安心なデジタル空間の構築」に関して21 
は、青少年の身体的、精神的、認知的な健康と発達を保護するため、「青22 
少年のためのより安全・安心なデジタル空間を定義するＧ７共通原則」を23 
支持すること、また、青少年が利用するデジタルサービスに関する科学的24 
知見・評価を強化するための科学的イニシアティブの構築に向けた議論25 
を議長国フランスが主導していくこととされた。 26 

 27 

 
39 支払いを命じた当時の為替レートによる。（1 ドル = 約 160 円） 
40 ニューメキシコ州司法省報道発表（令和８年３月 24 日） 
https://nmdoj.gov/press-release/new-mexico-department-of-justice-wins-landmark-verdict-against-meta/ 
41 支払いを命じた当時の為替レートによる。（1 ドル = 約 160 円） 
42 「All About Layer」（令和８年３月 31 日） 
https://allaboutlawyer.com/meta-youtube-social-media-addiction-lawsuit-verdict-2026/ 
43 総務省報道発表（令和８年６月１日） 
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01tsushin06_02000347.html 

https://nmdoj.gov/press-release/new-mexico-department-of-justice-wins-landmark-verdict-against-meta/
https://allaboutlawyer.com/meta-youtube-social-media-addiction-lawsuit-verdict-2026/
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01tsushin06_02000347.html
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＜青少年のためのより安全・安心なデジタル空間を定義するＧ７共通原則＞ 1 
・原則 1 ：年齢確認は、青少年に年齢に適した体験を提供するために不2 

可欠である。 3 
・原則 2 ：セーフティー・バイ・デザインのアプローチにより、青少年4 

をオンライン上の危害から守る。 5 
・原則 3 ：児童性的虐待コンテンツ及び同意に基づかない私的な画像の6 

製造等は、防止されなければならない。 7 
・原則 4 ：ペアレンタルコントロール・ツールが利用できるようにすべ8 

き。 9 
・原則 5 ：デジタル技術やメディアのリスクを認識し、オンライン上で10 

の健全な成長を促すため、情報リテラシー等を強化すべき。 11 
・原則 6 ：青少年の安全は、リスクの管理・評価・低減の実施等により12 

確保する。 13 
・原則 7 ：青少年のためのより安全・安心なデジタル空間の構築は、デ14 

ジタルサービス提供者と関連ステークホルダーとの協力によ15 
って実現される。 16 

 17 

 18 
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 1 
図 18及び 19 Ｇ７デジタル・技術大臣会合について 44 2 

 3 

（２）地方公共団体の動向 4 

国内では、地方公共団体において独自の取組が行われており、愛知県豊明5 
市では令和７年 10 月から、青少年のみならず、大人も含めたスマートフォ6 
ン等の過剰使用が引き起こしかねない身体面・精神面及び生活面への悪影響7 
に関する対策を総合的に推進することを目的として、「豊明市スマートフォ8 
ン等の適正使用の推進に関する条例」が施行された。 9 
同条例では、仕事や学校以外の余暇時間におけるスマートフォン等の使用10 

は１日当たり２時間以内を目安とすること、スマートフォン等の使用につい11 
て、小学生は午後９時以降、中学生以上は午後 10 時以降使用を控えること12 
を、市、保護者、学校等及び専門職等が連携して促すことが規定されている13 
が、同条例の附帯決議において、同条例は理念条例であり、飽くまで目安と14 
して市民の生活スタイルや家庭環境の多様性を尊重した運用を行うことと15 
されている。 16 
類似の条例は、令和２年の香川県や平成 28 年の北海道日高町などでも制17 

定・施行されている。 18 

 
44 本会合（参考資料５）「G7 デジタル・技術大臣会合について」
https://www.soumu.go.jp/main_content/001075681.pdf 

https://www.soumu.go.jp/main_content/001075681.pdf
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 1 
図 20 地方公共団体におけるインターネット利用に係る青少年保護に関する 2 

取組事例 45 3 
4 

 
45  本会合（資料 1-3）「青少年保護の取組状況等について」より抜粋 
https://www.soumu.go.jp/main_content/001053021.pdf 

https://www.soumu.go.jp/main_content/001053021.pdf
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３ 関係者の取組 1 

青少年のインターネット利用を巡る関係者としては、青少年を保護・監督する2 
保護者のほか、通信回線を提供する携帯電話事業者、スマートフォンの機能を提3 
供する OS事業者、SNS等のサービスを提供する PF事業者及びアプリストア運営4 
事業者が存在するため、各者による青少年保護のための取組の整理を行った。 5 

 6 
 7 

図 21 青少年のインターネット利用に関する保護策（イメージ）46 8 
 9 

（１）保護者による青少年保護の主な取組 10 

環境整備法において、保護者は、自らの教育方針及び青少年の発達段階に11 
応じ、青少年のインターネットの利用状況の把握、フィルタリングソフトウ12 
ェア等による利用管理、インターネット活用能力の習得促進に努めること13 
（同法第６条）とされており、その保護する青少年を家庭において監護・養14 
育する保護者の果たすべき役割が規定されている。 15 
総務省、こども家庭庁等では、青少年保護への理解増進、フィルタリング16 

 
46 本会合（資料 4-3）「論点整理案に関する参考資料」より抜粋 
https://www.soumu.go.jp/main_content/001069939.pdf 

https://www.soumu.go.jp/main_content/001069939.pdf
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の利用促進及びペアレンタルコントロールの普及啓発に向けた教材を作成・1 
周知し、保護者のリテラシーの向上の促進を図っている。 2 
また、（２）において後述する携帯電話事業者のフィルタリングサービス3 

の利用に当たっては、携帯電話回線契約時の青少年申告義務（同法第 13 条4 
第３項）や、フィルタリングサービスの提供・有効化措置を希望しない旨の5 
申告ができることも規定されている（同法第 15条及び第 16条）。 6 
 7 

（２）携帯電話事業者による青少年保護の主な取組 8 

環境整備法では、携帯電話事業者に対して、青少年確認義務（同法第 139 
条）、フィルタリングに関する説明義務（同法第 14 条）、フィルタリングサ10 
ービスの提供義務（同法第 15 条）及びフィルタリング有効化措置義務（同11 
法第 16条）が課されている。 12 
携帯電話事業者が提供しているフィルタリングサービスでは、環境整備法13 

の制限対象となる青少年有害情報の閲覧を防止するフィルタリング機能に14 
加え、一部の端末やサービスでは、アプリフィルタリング、発信制限、利用15 
時間の制限などの機能も提供されている。 16 

 17 
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 1 
図 22～24 環境整備法に基づくフィルタリングについて 47 2 

 3 

 
47 本会合（資料 3）「個別論点ごとの議論」より抜粋 （見守り機能の例：青少年のメッセージの送受信を保護者に通
知）https://www.soumu.go.jp/main_content/001056480.pdf 

https://www.soumu.go.jp/main_content/001056480.pdf
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なお、青少年の携帯電話の契約に当たっては、青少年が契約者となる場合1 
（親権者の同意書及び本人確認書類も必要）は、契約者の本人確認が実施さ2 
れているほか、使用者となる場合であっても、その使用者である青少年の本3 
人確認書類の提出又は生年月日の申告などを求めている。 4 

 5 
図 25 MNOにおける新規契約時の青少年確認方法（必要書類）48 6 

 7 
契約者又は使用者が青少年となる場合、携帯電話事業者は、青少年有害情8 

報を閲覧するおそれがあること、フィルタリングの必要性・内容等を保護者9 
又は青少年に対し説明することが義務付けられているが、令和７年１～３月10 
の調査 49では、青少年確認義務の履行率は MNO50で 84％、MVNO51で 73％とな11 
っている。また、回線契約とセットで販売される携帯電話端末等については、12 

 
48 本会合（資料 4-3）「論点整理案に関する参考資料」より抜粋 
https://www.soumu.go.jp/main_content/001069939.pdf 
49 令和６年度覆面調査 実施時期：令和７年 1 月から同年３月まで。 
調査概要：MNO サービス（４社）、MVNO サービス（10 社）、光ファイバインターネットサービス（10 社）を対象
に、消費者保護ルールの実施状況に関する利用者への説明・応対の実施状況等について調査を実施 
50 MNO（Mobile Network Operator）： 電気通信役務としての移動通信サービスを提供する電気通信事業を営む者で
あって、当該移動通信サービスに係る無線局を自ら開設又は運用している者。 
51 MVNO（Mobile Virtual Network Operator）：ＭＮＯの提供する移動通信サービスを利用して、又はＭＮＯと接続し
て、移動通信サービスを提供する電気通信事業者であって、 当該移動通信サービスに係る無線局を自ら開設しておら
ず、かつ、運用をしていない者。 

https://www.soumu.go.jp/main_content/001069939.pdf
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販売時にフィルタリングソフトウェアの設定を行い、その機能を有効化する1 
措置も義務付けられているが、その設定率は MNOで 71％、MVNOでは 65％と2 
なっている。 3 
これに対して、総務省は令和７年７月に対象事業者及び業界団体に対し、4 

消費者保護ルールの遵守についての要請文書を発出している。 5 

 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
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 1 
図 26及び 27 これまでの MNO及び MVNOのサービス実地調査 52 2 

 3 
なお、諸外国においては、米国、EU、英国、豪州、韓国等で、携帯電話事4 

業者に対する法的義務はないものの、フィルタリングサービスが利用されて5 
おり、青少年の端末の閲覧画面を収集するサービスや、メッセージの送受信6 
モニタリング・アラート機能やマネーマネジメント能力の育成機能等を有す7 
る有償サービスが存在している。 8 

 9 
 10 
  11 

 
52 本会合（資料 4-3）「論点整理案に関する参考資料」より抜粋 
https://www.soumu.go.jp/main_content/001069939.pdf 

https://www.soumu.go.jp/main_content/001069939.pdf
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 1 
図 28 諸外国におけるフィルタリングサービス（一例）53 2 

 3 

（３）OS事業者による青少年保護の主な取組 4 

OS事業者は、iOSのスクリーンタイムや Androidのファミリーリンクとい5 
った、アプリのインストールや利用の管理等ができるペアレンタルコントロ6 
ール機能を提供している。これらの機能では、ウェブフィルタリングやアプ7 
リフィルタリングに加えて、課金制限や利用時間設定、発着信を含むコミュ8 
ニケーションの制限・見守りなどのプライバシーを管理する機能があり、従9 

 
53 本会合（資料 3）「個別論点ごとの議論」より抜粋（一部加筆・修正あり） 
https://www.soumu.go.jp/main_content/001056480.pdf 

https://www.soumu.go.jp/main_content/001056480.pdf
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来型のフィルタリングサービスと比較して幅広いリスクに対応している。 1 

 2 
図 29及び 30 OS事業者が提供するペアレンタルコントロール機能の例 54 3 

 
54 本会合（資料 4-3）「論点整理案に関する参考資料」より抜粋 
https://www.soumu.go.jp/main_content/001069939.pdf 

https://www.soumu.go.jp/main_content/001069939.pdf
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また、Apple 及び Google は、アカウントに紐づけられた生年月日に基づ1 
き、年齢範囲の情報をアプリ事業者に提供することができる API連携機能の2 
提供 55を順次開始している。プライバシーに配慮し、生年月日そのものの提3 
供は行わず、また、保護者がデータ共有を明示的に同意した場合のみ、当該4 
機能をアプリ事業者が利用することで、アプリ側が年齢確認に利用できるよ5 
うになっている。 6 
なお、環境整備法では、OS事業者に対し、携帯電話事業者によるフィルタ7 

リング有効化措置や、端末製造事業者によるフィルタリング利用容易化措置8 
等が円滑に講じられるように OSの開発に努める努力義務 （同法第 19条）が9 
課せられている。 10 

 11 

 12 
 13 

図 31 利用者年齢確認手法の例 56 14 
 15 

 
55 Apple では iOS26 から提供開始、Android では、ブラジルにおいて令和８年 3 月から提供開始しており、今後グロ
ーバルに展開される予定。 
56 本会合（資料 4-3）「論点整理案に関する参考資料」より抜粋 
https://www.soumu.go.jp/main_content/001069939.pdf 

https://www.soumu.go.jp/main_content/001069939.pdf
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（４）PF事業者による青少年保護の主な取組 1 

環境整備法は、SNSや電子掲示板等の特定サーバー管理者に対して、青少2 
年有害情報について、青少年の閲覧を防止する措置の努力義務（同法第 213 
条）を課している。 4 
PF事業者各社は、有害情報の閲覧防止に加え、依存の防止やプライバシー5 

の保護、発信に係るリスクからの保護等のために、いくつかの青少年保護機6 
能・措置を講じている。 7 
サービスごとに設計や特性が異なることから単純な機能比較を行うこと8 

には限界があると考えられるが、PF事業者が提供するサービスの中には、一9 
部リスクに対応する機能・措置が実装されていない場合や、保護者が個別に10 
カスタム設定を行わないと機能・措置が作動しない仕様になっている場合な11 
どが確認できる。また、一定の保護機能が実装されている場合でも、サービ12 
スごとに異なるリスクに十分対応したものとなっているか否かを確認する13 
ことが困難な場合も見受けられる 57。 14 
 15 

 16 
 17 
 18 
 19 

 
57 事業者による安心・安全の取組の公開の例：https://smaj.or.jp/safety/ 

https://smaj.or.jp/safety/
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 1 
図 32及び 33 PFサービスにおける青少年保護の主な取組 58  2 

 3 
また、違法情報ではないが青少年有害情報に該当し得るアダルト広告など4 

が青少年の目に触れる実態が問題視されているが、各 PF 事業者は自社の広5 
告掲載基準において性的コンテンツを含むものや、ダイエットや美容などの6 
青少年の健康に影響を与える可能性のある広告の配信を制限するなど、広告7 
の表示について青少年保護に配慮した一定の取組が実施されている。一方、8 
パーソナライズの制限については、規定のない事業者も含め、その対応には9 
差が見られる状況である。 10 
 11 

 
58 本会合（資料 4-3）「論点整理案に関する参考資料」より抜粋 
https://www.soumu.go.jp/main_content/001069939.pdf 

https://www.soumu.go.jp/main_content/001069939.pdf
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 1 
図 34 PFサービスにおける広告の閲覧制限について 59 2 

 3 
なお、保護措置の前提となる年齢確認については、基本的にいずれのサー4 

ビスにおいても、利用者によるアカウント作成時の自己申告となっているが、5 
一部事業者においては、携帯電話事業者の登録情報に基づき、より厳格な年6 
齢確認を実施している。 7 
自己申告による年齢確認を行っている場合に、一部事業者においては、利8 

用開始後に、AI を活用した検知システムやその他利用者からの通報により9 
対象年齢未満であることが疑われた場合に、身分証明書による確認や自撮り10 
動画の年齢予測ツール等による年齢確認を実施し、アカウントの停止・削除11 
といった対応が取られている。 12 

 13 
 14 

 
59 本会合（資料 4-3）「論点整理案に関する参考資料」より抜粋（一部加筆・修正あり） 
https://www.soumu.go.jp/main_content/001069939.pdf 

https://www.soumu.go.jp/main_content/001069939.pdf
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 1 
 2 

図 35 日本における PFサービスの年齢確認方法 60 3 

 
60 本会合（資料 4-3）「論点整理案に関する参考資料」より抜粋（一部加筆・修正あり） 
https://www.soumu.go.jp/main_content/001069939.pdf 

https://www.soumu.go.jp/main_content/001069939.pdf
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（５）アプリストア運営事業者による青少年保護の主な取組 1 

App Storeや Google Playなどのアプリストアでは、アプリ事業者が申告2 
した内容に基づき、アプリごとに年齢制限（レーティング）が設定されてお3 
り、OS アカウントに設定された年齢が制限にかかる場合にはアプリのダウ4 
ンロードができない仕組みとなっている （iOS端末の場合、自身の端末に設5 
定される年齢制限を上回るレーティングのアプリのダウンロードについて、6 
個別アプリごとに例外設定や承認が可能。)。 7 

 8 
図 36 Appleと Googleにおけるアプリストアのレーティング基準 61 9 

 10 
我が国において、各種アプリの利用規約上の使用適正年齢 62と、アプリス11 

トアのレーティングはおおむね類似しているが、一部のメッセージアプリに12 
ついて、アプリストア間で大きく異なるレーティングが設定されている。 13 
なお、Appleは、一部の国・地域における一部のカテゴリーのアプリにつ14 

いては、個別法規制等に対応したレーティング基準を設定している。Google15 
は、一部の国・地域において、審査機関による基準等を反映しレーティング16 

 
61 本会合（資料 4-3）「論点整理案に関する参考資料」より抜粋 
https://www.soumu.go.jp/main_content/001069939.pdf 
62 本報告書における「使用適正年齢」は、PF 事業者が利用規約等において定める、当該事業者が提供するサービスを
利用することができる最低年齢を指す。以下同じ。 

https://www.soumu.go.jp/main_content/001069939.pdf
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基準を設定している。 1 

 2 
図 37 Appleと Googleにおける一部の国・地域のレーティング対応について 63 3 

 4 
アプリストアについては、スマホソフトウェア競争促進法の施行に伴い、5 

Appleや Googleといった OS事業者とは異なる者による提供が増加すること6 
が想定されるため、今後の動向を注視していく必要がある。 7 

 8 
  9 

 
63 本会合（資料 3）「個別論点ごとの議論」より抜粋  
https://www.soumu.go.jp/main_content/001056480.pdf 

https://www.soumu.go.jp/main_content/001056480.pdf
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４ 本会合における議論  1 

（１）検討の基本的方向性 2 

本会合は 「課題と論点の整理」において総務省が主務府省庁として検討す3 
べき項目 （１（４）参照）について議論を行うことを目的に設置された会合4 
であるが、いずれの論点も相互に関係する項目であるため、項目毎の検討で5 
はなく、①新たなリスクへの対応について、②発達に応じた保護について、6 
③フィルタリングを含む閲覧防止策について、④その他、の４点に分類し議7 
論を開始した。 8 
なお、「課題と論点の整理」においては、議論の基本的方向性として以下9 

が示されており、本会合においても同様の考えの下、議論を行った。 10 
○ 年齢と発達段階にふさわしいコンテンツやサービスが提供される環11 

境を確保する。 12 
○ その実現のため、年齢確認の在り方等を含めて、より幅広いステーク13 

ホルダーが、インターネットの利用を巡る青少年の保護について具体14 
的な方策を講ずる。 15 

○ 青少年自身が、情報を適切に取捨選択する等の力（リテラシー）の底16 
上げを図る。 17 

 18 

（２）本会合における共通認識 19 

青少年保護については、様々な立場からの意見、論点があり得るため、１20 
から３までの情報も踏まえ、詳細の議論に入る前に共通認識の整理を行った21 
ところ、構成員から主に以下の意見があった。 22 
・こども自身の発信、創作、参加といったエンパワーメントに繋がるよう23 
な権利や、こどものウェルビーイングの指標も忘れてはいけない観点で24 
あり、いわゆる安心安全と情報アクセスや創作・発信のエンパワーメン25 
トのバランスが必要。【石戸構成員】  26 

・文科省の学習指導要領も情報活用能力に移ってきている中で、単に駄目27 
禁止、だけでなく、偽情報、誤情報等への防衛力なども含めたデジタル28 
シティズンシップの育成という観点が大事。【米田構成員】 29 

・リテラシー教育も含め、こどもたちが安全安心に新しいテクノロジーを30 
使える環境の整備が大事。【石戸構成員】  31 

・多くの国では年齢確認、ペアレンタルコントロール、サービス設計に対32 
する規制、リスクアセスメントなどの方法がとられている。制度設計時33 
に必ず海外のものを参考にする必要はないが、日本もこういった仕組み34 
を念頭に議論をしてはどうか。【水谷構成員】 35 
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・多様化したリスクや現代のメディア環境の発展などに、環境整備法が対1 
応していない。【上沼構成員・水谷構成員】 2 

・スマホの普及や SNSの利用拡大によって、青少年のインターネット利用3 
に係るリスクが多様化している。また、ガラケーからスマートフォンに4 
変化した結果、これまでの携帯電話事業者のみならず、OS 事業者や PF5 
事業者なども含めた幅広いステークホルダーが青少年保護に関して果6 
たすべき役割を検討すべき。【曽我部主査】 7 

・有害なものを見せないフィルタリングの話だけではなくて、生成、発信8 
の安全設計や、発達支援のバランス設計も考えていかなければならない9 
のではないか。【石戸構成員】  10 

・いわゆるコンテンツ生成のコストというのが極端に低くなることによ11 
って、読むとか見るという受信側のリスクだけでなく、こども自身が危12 
ういコンテンツを大量かつ容易に生成し得る側になるという変化があ13 
ることを踏まえ、議論した方が良い。【石戸構成員】 14 

・SNSには閲覧等々の問題に加えて、依存の問題やメンタルヘルスの問題15 
等々がある。さらに、生成 AIにまつわるリスクもでてきており、リスク16 
は非常に多様化している。【曽我部主査】 17 

・デジタルメディア環境におけるリスクとして考えなくてはいけないの18 
は、ソーシャルメディアという PFが持つ構造。従来のコンテンツ・リス19 
クやコンタクト・リスクへの対応と同時に、レコメンドのアルゴリズム20 
などのサービス設計上のリスクも念頭に置いた対応も考えていかなけ21 
ればいけない。【水谷構成員】 22 

・こどもの生成 AI 利用について、AI チャットボットや生成 AI によるコ23 
ンテンツの影響に加え、こどもが発信主体となり加害者となってしまう24 
点についても検討すべきではないか。【石戸構成員・水谷構成員】 25 

・こどもたちが発信・生成する主体になっていることを踏まえると、守る26 
という発想だけでなく、どういう環境を設計するかという視点が重要。27 
新たな保護の在り方として、構造的に防ぐような方法の方が実効性の高28 
さや利用者負担の低さを両立することができるのではないか。【石戸構29 
成員】 30 

・スマホ普及の結果、垂直統合モデルが崩れ、青少年保護に各アクターが31 
果たすべき役割と、現在の法的規律とのアンバランスが生じている。携32 
帯事業者のフィルタリングサービスに、現状からすると過剰な役割が期33 
待されているのではないか。【曽我部主査】  34 

・受信制限だけを頑張っても、これ以上の保護は難しい。携帯電話事業者35 
に対するフィルタリングの提供義務だけでは、費用対効果があまり期待36 
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できないのではないか。そういったことも含めて、それぞれの責任につ1 
いて、改めて見直す必要がある。【上沼構成員】  2 

・第一義的に児童の保護責任を負っているのが保護者ということは正し3 
いと思うが、こどものソーシャルメディア利用の全責任が親に丸投げさ4 
れるのは問題ではないか。【水谷構成員】 5 

・保護者自体の中にも理解、認知に差がある。ペアレンタルコントロール6 
として保護者が負わなければいけない責任はどこまでか、事業者がこど7 
もに対するサービス設計の安全性として負わなければいけないところ8 
はどこまでか、を整理すべきではないか。【水谷構成員】 9 

 10 
上記意見を踏まえ、本会合においては、以下を共通認識として議論を進め11 

ることとした。 12 
（全般） 13 

○ 青少年の発信、創作、参加といった権利や、ウェルビーイングも必要14 
な観点だが、青少年の安心・安全の確保を前提に、情報アクセスと利用15 
制限のバランスが必要。 16 

○ 単なる禁止ではなく、リテラシー教育も含めた、青少年が安心・安全17 
に新しいテクノロジーを活用できる環境の整備が重要。 18 

○ 諸外国における青少年保護に関する制度整備等の動向把握が必要。 19 
（環境変化） 20 

○ 青少年インターネット環境整備法の制定時と現在の状況は異なり、SNS21 
などの PF サービスの拡大、スマホの普及に伴うリスクの多様化といっ22 
た現代の環境に対して、現在の制度では限界がある。 23 

○ SNS が青少年のコミュニケーション手段となっている以上、発信に関24 
するリスクについて考えることが重要。 25 

○ 青少年は常時デジタル空間と接続することが前提になり、さらに生成26 
AIの登場により、青少年は生成・発信主体にもなっている。 27 

（リスクの多様化） 28 
○ 閲覧等のリスクだけでなく、SNS 普及に伴う、発信・拡散・生成、依29 

存、メンタルヘルスへの影響のほか、生成 AIに関わるリスクなど、対応30 
すべきリスクは非常に多様化。 31 

○ 閲覧防止だけでなく、サービス内容に応じた、生成や発信の安全設計、32 
年齢や発達段階に伴うバランス設計も考えることが必要。これに対応す33 
るためには、携帯電話事業者によるフィルタリングサービスだけでは限34 
界が生じている。 35 

 36 
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（青少年保護を取り巻く関係者） 1 
○ スマホの普及に伴い、各関係者が果たすべき役割と現在の法的規律に2 

アンバランスが生じているが、携帯電話事業者のフィルタリングサービ3 
スにのみ過剰な役割が期待されている。 4 

○ 最初に青少年の保護責任を負うのは保護者であるところ、青少年の5 
SNS 利用の全責任を保護者に求めるのではなく、保護者が負わなければ6 
いけない責任は何か、事業者がサービス設計の安全性として負わなけれ7 
ばいけない範囲はどこまでか、学校をはじめとする教育機関が果たすべ8 
き役割は何かを整理することが必要。 9 

○ 技術的措置（携帯電話事業者のフィルタリングサービス、OSのペアレ10 
ンタルコントロール、SNS サービスの保護措置）により、全てのリスク11 
を解消、カバーできるものではないことから、引き続き、リテラシー向12 
上の取組推進は必要。 13 

 14 

（３）PFサービスの設計上の青少年保護措置 15 

青少年のインターネット利用環境を大きく変えたのが SNS をはじめとし16 
た PF サービスの登場であり、その設計上の青少年保護措置については、本17 
会合の中で最も多くの意見が交わされた。 18 
諸外国の規制状況や、PF事業者の実際の取組状況などを踏まえ、①保護措19 

置の在り方、②保護措置の前提となる年齢確認、③保護措置の初期設定につ20 
いて、構成員からは主に以下の意見があった。 21 
 22 

① 保護措置の在り方 23 

・同じソーシャルメディアでも PF ごとにサービス設計は全く異なるもの24 
であり、使い方も内在するリスクもサービスごとに異なる。これは、機25 
能制限や使用適正年齢、リテラシーについても同様であり、利用に対す26 
る一律の制限は望ましくなく、各事業者が個々のサービスに合わせた形27 
で考える必要がある。【上沼構成員・水谷構成員】 28 

・一部の諸外国では、利用規約に定められた利用対象年齢に上乗せする形29 
で利用に対する一律の 「年齢制限」をかけているが、サービスごとに青30 
少年に対するリスクは全く違うことに加え、こどもたちの知る権利やメ31 
ディアにアクセスする自由との衝突がある。また、既にコミュニケーシ32 
ョンの手段となっている点も踏まえると、国が一律に 「年齢制限」をか33 
けるのは不合理であり、望ましくない。【上沼構成員・水谷構成員】 34 

・同じアプリでもアプリストアごとにレーティングが異なる場合があり、35 
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本来そのアプリが利用規約において定める利用対象年齢ではない青少1 
年が利用できてしまうおそれがある。特に、メッセージアプリについて2 
は、レーティングが低年齢になることがあるが、発信によるリスクが含3 
まれており注意が必要。そういった新たなリスクへの対応として、サー4 
ビスごとのリスク評価が必要ではないか。【上沼構成員】 5 

・豪州の規制も、事業者に特定の年齢確認手段を義務付けているわけでは6 
なく、より信頼性の高い年齢確認手段も含め、サービスリスクに応じた7 
合理的な措置を執ることを求めている。日本においても、サービスのリ8 
スク評価の際に、自社のサービスに合わせた合理的な年齢確認の手法が9 
執られているかという点について、各社が評価する仕組みとすることが10 
有効ではないか。【水谷構成員】 11 

・リスク評価については、リスク評価自体が形式的なものになっていない12 
か、逆に過剰規制になっていないかということも含めて事後的にチェッ13 
クすることが必要であり、事業者外部からのモニタリングと再評価が実14 
施されることが重要。【水谷構成員】 15 

・リスク評価とそれに応じた機能制限・保護措置の公表が行われたうえで、16 
リスクの軽減が不十分であることが顕在化した場合には、EUのシステミ17 
ックリスク規制などのように、公的機関のエンフォースメントを背景に18 
改善を求めていくことも論点となり得るのではないか。【水谷構成員】 19 

・現時点で議論しているものとは全く違うリスクやサービス設計が登場す20 
る可能性は十分にあるが、新たなリスクがあることを確認するために必21 
要なデータは事業者が保有している場合が多い。そういった場合に対応22 
するため、所管の大臣に調査権限や報告徴収の権限を付与する仕組みづ23 
くりが重要。【水谷構成員】 24 

・リスク評価などの制度設計をする場合、対象事業者や対象サービスをど25 
のような条件で選定するかといったことも論点とすべき。また、対象事26 
業者等について議論する際には、こども達のサービスの利用実態を踏ま27 
た条件設定となるよう留意すべき。【水谷構成員】 28 

・PF事業者が公表するリスク評価と軽減措置について第三者が評価する仕29 
組みが必要と考える。第三者機関が、こどもの利用実態や相談を受けた30 
内容などから対象サービスについて提案したりできる仕組みがあると31 
良いのではないか。【上沼構成員】 32 

・リスク評価に当たっては、第三者機関などもうまく活用し、リスクの可33 
視化や、保護者や利用者に分かりやすく見せていけるかといった点もポ34 
イントになるのではないか。【米田構成員】 35 

・現状のアテンション・エコノミーに基づくビジネスモデルからすると、36 
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安全設計に取り組むインセンティブが事業者に働きにくいため、例えば、1 
安全設計に積極的に取り組んでいる事業者について、リスク評価の中で2 
プラスに評価されるような仕組みを取り入れることで、事業者にインセ3 
ンティブを与えることはできないか。【水谷構成員】 4 

 5 
上記構成員からの意見を踏まえ、本会合においては、総務省に対し、PF事6 

業者によるサービス提供上の 「保護措置」について、以下の取組を求めるこ7 
ととする。 8 
○ PFサービスごとに設計・特性が異なることや、こどもたちの知る権利9 

等を確保する必要性から、利用に対する一律の 「年齢制限」 （一定年齢以10 
下の使用禁止）をかけることは望ましくないのではないか。 11 

○ 各事業者に対し、サービスのリスクの評価と、当該リスクに対応する12 
青少年保護措置、必要なリテラシー等の実施・公表を求めるべきではな13 
いか。 14 

○ 各事業者が設定する使用適正年齢の設定理由及び年齢確認の手法等15 
についても、リスク評価の一環として公表を求めるべきではないか。 16 

○ 公表されたリスク評価とリスクに対応する保護措置については、事業17 
者外部から再評価する仕組みなどを構築すべきではないか。また、リス18 
クの再評価に当たっては、検証に必要なデータを事業者等から収集でき19 
るような措置を検討すべきではないか。 20 

○ 取組を求める対象となる事業者又はサービスについて検討する際は、21 
青少年の利用実態に着目し、サービスの態様や類型を限定することなく、22 
多くの青少年が利用するサービスが対象となるような基準を設定すべ23 
きではないか。 24 

○ 事業者に対し、安全設計に取り組むインセンティブを作る仕組みづく25 
りを検討すべきではないか。 26 

 27 

② 保護措置の前提となる「年齢確認」 28 

「年齢確認」は、サービスごとに異なる設計やリスク構造を踏まえながら、29 
年齢に応じた適切な保護措置を実現するための前提であるにもかかわらず、30 
多くの事業者が採用する年齢確認手法は、利用者による自己申告とされてい31 
るため、年齢確認の在り方についても議論を行った。 32 
・多くの事業者において年齢確認方法が自己申告となっているが、 「年齢確33 

認」は機能制限等の前提となる情報であることを踏まえると、自己申告34 
一辺倒でよいのか。【曽我部主査】 35 



45 

・日本の法的身分証明書を 「年齢確認」に利用する場合、プライバシー保1 
護の観点から一定のハードルがあるのではないか。EU等で先行している2 
「年齢確認」のアプローチを参考にすることも大切ではないか。【米田構3 
成員】 4 

・プライバシーを重視すると 「年齢確認」を細かくしない方が良いという5 
考え方もある。EUの年齢確認アプリでは年齢範囲情報しか見ないようで6 
あり、どこまで粒度高くやるのか、何のためにやるのかを含めて検討す7 
べき。【上沼構成員】 8 

・PF事業者が利用規約上で使用適正年齢を設定しているのであれば、事業9 
者側において安全を確保する仕組みを考えてもらう必要がある。一方10 
で、 「年齢確認」を各 PF事業者においてすべきか、OSレベルで確認する11 
のか、など、確認の段階・方法については、ユーザーの利便性と実効性、12 
プライバシー上の問題を踏まえて検討する必要があるのではないか。13 
【上沼構成員】 14 

・年齢確認手法については、EUがプライバシー保護を重視した年齢確認手15 
法の導入を検討していることなど、諸外国の動向を踏まえ、 「年齢確認」16 
に伴うセキュリティ上のリスクに対応するため、システムの堅牢性など17 
を考慮して検討するべき。【水谷構成員】 18 

・年齢確認については、どういう方法が合理的なものとしてあり得るのか、19 
機能の実効性の問題と、実際に活用される現実性の問題、各 PF 事業者20 
に対して 「年齢確認」を求めるのか、を検討すべきではないか。【曽我部21 
主査】 22 

・豪州の制度として重要なポイントは、利用に対する一律の「年齢制限」23 
よりも、 「年齢確認」も含めた合理的な措置をとるよう求めた点だが、そ24 
の背景には現状の 「年齢確認」の信頼性が高くないため、すり抜けが多25 
いのではないかという問題意識がある。日本においても、 「年齢確認」を26 
すり抜けてしまったこどもたちに対しての安全設計の実装を含めた、利27 
用対象年齢未満の利用に対する保護措置についても検討を進めるべき28 
ではないか。【水谷構成員】  29 

  30 
上記構成員からの意見を踏まえ、本会合においては、総務省に対し、保護31 

措置の前提となる「年齢確認」について以下の取組を求めることとする。 32 
○ 現在多くの事業者において、保護措置の前提となる 「年齢確認」 （利用33 

者の年齢を確認する行為）が利用者による自己申告となっている状況を34 
踏まえ、適切な保護措置が確実に機能するために、サービス設計や特性35 
などに応じた「年齢確認」の厳格化を検討すべきではないか。 36 
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○  「年齢確認」について、どのような方法が合理的なものとしてあり得1 
るのか、諸外国の動向も踏まえつつ、ユーザーの利便性、実効性のほか、2 
プライバシーやセキュリティ上のリスクについても考慮した上で、確認3 
の段階・方法・レベルについて検討すべきではないか。 4 

○  「年齢確認」をすり抜けてしまう可能性があることを踏まえ、PF事業5 
者に対し、サービス利用開始時に確認した年齢と当該利用者の実際の年6 
齢が異なる場合を想定した一定の対応を求めることも検討すべきでは7 
ないか。 8 

 9 

③ 保護措置の初期設定 10 

また、現時点においても、各 PF事業者は一定の保護措置を提供している11 
ものの、一部リスクに対する機能・措置が実施されていない PFサービスや、12 
保護者によるカスタム設定を必要とする機能・措置も存在したため、保護措13 
置の提供の在り方についても議論を行った。 14 
・各社の保護措置が実際にどのくらい利用されているのか、把握する必要15 

がある。保護措置の設定は各社ごとにバラバラで、とても複雑であり、16 
多くの家庭では初期設定のままになっているということがあるのでは17 
ないか。【水谷構成員】 18 

・保護者の中でもソーシャルメディアの仕組みやペアレンタルコントロー19 
ルについての理解に差があると思われ、事業者側が青少年保護のための20 
機能をリリースしていたとしても、保護者がそれを認知していなければ21 
意味がない。機能が保護者にわかりやすく示されたうえで、保護者が責22 
任を持って管理すべき部分と、事業者側がサービス提供に当たって責任23 
を持つべき部分について整理が必要。【水谷構成員】 24 

・PFサービスの青少年保護機能は提供して終わりではなく、青少年によっ25 
て活用される必要がある。青少年保護機能がよりよく利活用されるため26 
に、実効性の観点から、青少年の利用に際して保護機能がデフォルト （初27 
期設定）でオンになっているべき。【曽我部主査 ・上沼構成員 ・水谷構成28 
員】 29 

・事業者側で一定の青少年保護機能を用意してもらい、それを保護者が利30 
用するということが必要で、そのためにデフォルト （初期設定）は重要。31 
青少年保護機能はあるがデフォルトになっていない、そもそも機能がな32 
いことについて、今後制度的枠組みを考えていく際に、より真剣に各事33 
業者で考えていただくような枠組みを考えることが課題となる。【曽我34 
部主査】 35 
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・保護機能がデフォルト （初期設定）になっているかという形式的な面も1 
重要であるが、例えば無限スクロールやプッシュ通知のようなサービス2 
設計に関わる機能がデフォルトで制限されているかといった観点をリ3 
スク評価に落とし込むなど、もう少し踏み込んだ議論が必要。 【水谷構成4 
員】 5 

 6 
上記構成員からの意見を踏まえ、本会合においては、総務省に対し、保護7 

措置の初期設定について以下の取組を求めることとする。 8 
○ PF事業者によるサービス提供上の保護措置が、保護者にも理解しやす9 

いような内容・表示となっているか、確認が必要ではないか。 10 
○ 保護措置の設定は複雑であり、実効性の観点から、利用者が青少年で11 

あることが確認された場合には、初期設定において保護措置が機能する12 
ことが適切ではないか。 13 

○ そもそも保護措置がない、若しくは初期設定とされていない場合には、14 
改善を促すことができる枠組みが必要ではないか。 15 

○ リスク評価（４（３）①）に際しては、サービス設計に関わる機能が16 
初期設定で制限されているか、といった観点も取り入れるべきではない17 
か。 18 

 19 

（４）アプリストアのレーティング 20 

PFサービスの多くは、アプリ型で提供されている。App Storeや Google 21 
Play などのアプリストアでは、アプリごとに年齢制限（レーティング）指22 
定がされているが、一部のアプリについて、アプリストア間で大きく異なる23 
レーティングが設定されている点について議論を行ったところ、構成員か24 
ら主に以下の意見があった。 25 
・アプリストアや使用する OSによって適用されるレーティングが異なり、26 

レーティングに関する構造が複雑化している。同じアプリであるのに、27 
アプリストア上のレーティングに差異が生じていることは合理的では28 
ないのではないか。【上沼構成員】 29 

・青少年保護のスキームの見直しに関して、今まで義務を負っていなかっ30 
た関係者の責任を議論していることから、アプリストアに関しても一定31 
の関心が払われるべきではないか。【曽我部主査】 32 

・レーティングについては、日本独自基準のローカライズについて定める33 
のであれば、政府がレーティングを指定するということは、日本の憲法34 
制度上馴染まないため、どういう形でローカライズの主体を作っていく35 
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のかというのが課題。【曽我部主査】 1 
 2 

上記構成員からの意見を踏まえ、本会合においては、総務省に対し、アプ3 
リストアのレーティングの在り方について、以下の取組を求めることとする。 4 
○ アプリストアによって適用されるレーティングに差異が生じること5 

は合理的ではないが、一方で、政府がレーティングを指定するというこ6 
とは望ましくないため、どのような主体 ・体制がレーティングに関して7 
青少年保護の役割を果たすべきか検討すべきではないか。 8 

 9 

（５）フィルタリング機能を含む技術的保護手段 10 

環境整備法では、青少年有害情報の閲覧機会をできるだけ少なくするこ11 
とを目的に、携帯電話事業者に対してフィルタリングに関する各種義務を12 
規定しているが、青少年の利用環境の変化や、新たなリスクへの対応が難し13 
くなっている。 14 
このため、PF 事業者等のサービス提供者以外による青少年保護措置の在15 

り方については、 「フィルタリング機能を含む技術的保護手段」として議論16 
を行った。構成員の主な意見は以下のとおり。 17 
・スマホ時代の受信リスクから、SNS時代の発信と拡散のリスク、生成 AI18 

はさらにそこから性格が異なる。有害なものを見せない「フィルタリン19 
グ」だけではなく、生成、発信の安全設計や、発達支援のバランス設計20 
も考えなければならないのではないか。【石戸構成員】 21 

・スマートフォンが普及したことにより、各ステークホルダーが果たすべ22 
き役割と現在の法的規律とのアンバランスが生じている。携帯電話事業23 
者のフィルタリングサービスに対して、過剰な役割が期待されているの24 
ではないか。【曽我部主査】 25 

・スマートフォンは通信回線を意識せずに利用されており、VPN アプリに26 
よる携帯電話事業者のフィルタリングサービスを回避することも増え27 
ている。携帯電話事業者が通信回線を活用した 「フィルタリング」を頑28 
張っても、これ以上の効果は期待できず、関係事業者の責任や「フィル29 
タリング」という用語の更新、理解の統一を図るべきではないか。【上沼30 
構成員・米田構成員】 31 

・「フィルタリング」という言葉は、受信リスクを前提とした時代の概念で32 
あり、今問題が顕在化している発信・拡散を中心としたリスクを捉えら33 
れていない。技術で青少年を保護するという意味で、「技術的保護手段」34 
というサービス設計全体を含む概念に再整理する必要がある。【石戸構35 
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成員・上沼構成員】 1 
・「フィルタリング」よりも幅広く 「技術的保護手段」という概念で捉える2 

場合、環境整備法ではフィルタリングを「閲覧制限」と定義しているた3 
め、法律の在り方に関わることとして考える必要がある。【曽我部主査】 4 

・「フィルタリング」について、環境整備法では受信制限を求めているが、5 
技術的には、OS機能の活用などにより、発信リスクや利用時間制限など6 
も可能になっている。携帯電話事業者が提供するフィルタリングサービ7 
スでどこまで対応できるのか。端末で対応可能な機能は端末に求める、8 
サービスデザインによる課題については、PF 事業者に求めるといった、9 
リスクと保護機能提供者の対応関係が整理できるのではないか。【上沼10 
構成員】 11 

・フィルタリングを広げて「技術的保護手段」とする際には、OSの機能の12 
法律上の位置づけの問題も含めて考えていく必要がある。現状の環境整13 
備法で OS 事業者に課されている義務は、限定的かつ努力義務にとどま14 
っているため、OS 機能を重視するのであれば、OS 事業者に関する義務15 
をもう少し広く強いものとして考えるべき。【曽我部主査】 16 

 17 
上記構成員からの意見を踏まえ、本会合においては、総務省に対し、「フ18 

ィルタリング機能を含む技術的保護手段」について以下の取組を求めること19 
とする。 20 
○ 回線の多様化や新たなリスクに対応するためには、閲覧制限を目的と21 

した 「フィルタリング」よりも広く、技術で青少年を保護するという意22 
味で 「技術的保護手段」を求めることとし、環境整備法上の在り方につ23 
いて検討すべきではないか。 24 

○ 発信リスク等の新たなリスクへの対応については、各関係者における25 
技術的対応可能性を踏まえた役割分担を含む検討が必要となるが、OS事26 
業者が提供する保護機能については、その有用性を踏まえ 「技術的保護27 
手段」として提供を義務付けるべきではないか。 28 

 29 

（６）携帯電話事業者による各種確認義務  30 

現在の環境整備法においては、フィルタリングサービスに関する各種義 31 
務の一つとして、携帯電話事業者に対して、青少年の年齢確認義務が課せら32 
れているが、その履行状況についても議論を行ったところ、構成員からは、33 
今後どのような役割を果たしていくべきであるかという観点から意見があ34 
った。 35 
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・確認義務の履行状況がどれだけ重要なのかは、今後この情報をどう活用1 
していくのかにも関わる。覆面調査の結果を踏まえてどう改善するかに2 
ついては、考える必要がある。【曽我部主査】 3 

・携帯電話事業者は年齢確認をしやすい立場にあるが、その情報が携帯電4 
話事業者にとどまっている限りでは意味がない。【上沼構成員】 5 

・現状のフィルタリングの有効性や役割を踏まえ、その費用対効果にも着6 
目し、将来的な検討事項として、各事業者の役割の大幅なリバランスも7 
視野に入れておく必要があるのではないか。【上沼構成員】 8 

 9 
上記構成員からの意見を踏まえ、本会合においては、総務省に対し、「携10 

帯電話事業者による各種確認義務」について以下の取組を求めることとする。 11 
○ 現在の環境整備法上の携帯電話事業者に課せられた義務の履行のた12 

めには、青少年確認義務の履行は確実に行われるべきであるが、端末の13 
購買形態の多様化も踏まえたうえで、改善を促す取組を検討すべきでは14 
ないか。 15 

○ 携帯電話事業者が確認した年齢情報を今後どのように活用していく16 
のかについては、年齢確認手法の検討（４（３）②）と併せて検討すべ17 
きではないか。 18 

 19 

（７）その他 20 

本会合では、「課題と論点の整理」における総務省が主務府省庁として検21 
討すべき論点について議論を行ったが、構成員からは、各事業者に求める技22 
術的保護措置だけでなくリテラシーの向上についても多くの指摘があった。 23 

① ICTリテラシーの向上 24 

  利用者である青少年のみならず、保護者や教職員など、青少年を取り巻25 
く大人たちも含んだ ICT リテラシーの向上は、各事業者が用意した技術的26 
保護手段を適切に活用するために不可欠であり、構成員からは主に以下の27 
意見があった。 28 
・リテラシー教育が長期的には最も重要であるという認識は、行政、学校、29 

事業者の間で、おおむね共有されていると思うが、全国一律に必修で、30 
体系的かつ継続的な学習機会が担保されているかは、依然として大きな31 
ギャップがあるのではないか。【石戸構成員】 32 

・事業者の先進的な取組が現場に十分に浸透していない。対策を教育現場33 
へ周知徹底し、更に連携を強めていけるような「具体的な仕掛け」を検34 
討したい。【米田構成員】 35 
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・分かりやすいリーフレットや、ルール作りのポイントなどを渡すだけで1 
も、保護者の意識は少しずつでも変わるのではないか。最新のエビデン2 
スであったり、その研究成果を踏まえて、家庭でのルール作りや親の指3 
導に生かせるような情報提供が大事ではないか。【鶴田構成員】 4 

・先生もこどもも保護者も一緒に学べるような機会があると、各々の自分5 
の立場とは異なる人たちの考えや思いに気づく機会となり、それがそれ6 
ぞれのリテラシーの向上にも繋がるのではないか。【鶴田構成員】 7 

・インターネットは、今まで年齢を重ねて自分たちで身につけてきた大人8 
の知恵が役に立たず、大人がこどもに教えるといった今までのサイクル9 
が適用されない世界。青少年も大人も同じように習わないといけない。10 
リテラシーについて、大人という視点も入るといいのではないか。 【上沼11 
構成員】 12 

・PF事業者によってサービス設計が異なるため、その利用に当たって必要13 
となるリテラシーもサービスごとに異なる。サービスに合わせた形での14 
リテラシー、使い方を考えていく必要があるのではないか。【水谷構成15 
員】 16 

・必要なリテラシーの幅が広くなっているため、リテラシーの向上は重要17 
であり、リテラシー教育が引き続き必要であることは間違いないが、親18 
の理解を高めるという意味では限界がある。そういう意味では、事業者19 
側に一定の機能を用意していただき、それを青少年や保護者に利用して20 
いただくということも重要。【曽我部主査】 21 

 22 
本会合としては、ICTリテラシーに関する検討を行う総務省の有識者会議23 

である 「ICT活用のためのリテラシー向上に関する検討会」に対し、以下の24 
取組について検討することを提案し、同検討会において、令和８年５月に、25 
これらも含めた議論がなされたところである。 26 
○ 事業者の取組や先進事例の現場への浸透、全国一律・体系的かつ継続27 

的な学習機会の担保、啓発コンテンツへのアクセスの容易化、生成 AI等28 
の新たなサービスへの対応について、議論を深める必要があるのではな29 
いか。 30 

○ PFサービスごとに青少年保護措置の内容が異なるなど、求められるリ31 
テラシーが多様化していることから、リテラシーの向上は重要であり、32 
リテラシー教育が引き続き必要であることは間違いないが、青少年及び33 
その保護者に対して、これまでのリテラシー教育に加え、事業者側が用34 
意した技術的な保護措置の利用の促進を図ることも重要ではないか。 35 

○ インターネットの技術・サービスの進展は早いため、青少年だけでな36 
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く、保護者・教職員という枠にとらわれない「大人」のリテラシー向上1 
に努めるべきではないか。 2 

 3 

② スマホソフトウェア競争促進法関係 4 

本会合における議論は、スマホソフトウェア競争促進法における参議院5 
附帯決議を受けた議論を端緒としている。同法は、スマートフォンの利用に6 
特に必要な４つのソフトウェア（モバイル OS、アプリストア、ブラウザ、検7 
索エンジン）について、セキュリティの確保を図りつつ、公正で自由な競争8 
を促進するものであるが、Apple や Google などの指定事業者に対する禁止9 
行為の例外として、青少年保護措置が規定されているため、構成員から以下10 
の指摘があった。 11 
・代替アプリストアは（OS事業者の基準に依拠しない）独自のレーティン12 

グをつけることができるというが、端末上では OS 事業者のレーティン13 
グで判断されるといった複雑な構造になるという。レーティングについ14 
ても整理が必要ではないか。【上沼構成員】 15 

・同法の施行に伴い、チョイススクリーンによってブラウザを選択できる16 
ようになったため、各ブラウザにきちんとフィルタリングが提供・適用17 
されているのかを確認する必要がある。アプリや OS のアップデート等18 
のタイミングで随時生じうる問題であり、不具合を検知した際に速やか19 
に対応できる体制が必要ではないか。 【上沼構成員 ・曽我部主査 ・水谷構20 
成員】 21 

・青少年保護は禁止の例外ではなく義務付けが必要であり、環境整備法に22 
おいて OS 事業者に対する青少年保護の義務を位置付けるべきではない23 
か。【上沼構成員・曽我部主査】 24 

 25 
上記構成員からの意見を踏まえ、本会合においては、総務省に対し、以26 

下の取組を求めることとする。 27 
○ スマホソフトウェア競争促進法について、青少年保護の観点から、チ28 

ョイススクリーンのフィルタリングへの影響など、施行に伴う影響を確29 
認していく必要があるのではないか。また、必要に応じて注意喚起を行30 
うなどの対応が必要ではないか。 31 

     32 
 33 
  34 
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５ 今後の進め方 1 

青少年のインターネット利用を巡る環境は、主に青少年有害情報の閲覧を防2 
ぐことが中心であった時代から、長時間利用や依存といった利用そのものに伴3 
うリスクや、発信行為による犯罪行為への関与といった利用が巻き起こすリス4 
クなどの発生により、多様化、複雑化してきている。 5 
このようなサービスや利用形態の変化により生じた新たなリスクには、現在6 

の環境整備法が義務とする携帯電話事業者によるフィルタリングサービスの7 
みで対応し続けることは困難であると考えられ、青少年のインターネット利用8 
に関わる者全てが、いわば総力戦として挑むべき課題である。 9 
本報告書において示す取組の方向性は、青少年の保護を目的に各関係者がそ10 

れぞれの責任として果たすべき事項であるが、その実施に当たっては更に検討11 
を要する事項もある。 12 
リスク評価の対象となる PFサービスの基準、評価項目等については、 「課題13 

と論点の整理」に基づき関係省庁において検討されている論点に係るリスクも14 
踏まえ、多面的に検討すべきである。 15 
また、保護措置の前提となる 「年齢確認」の厳格化の検討に当たっては、諸16 

外国の事例も参考に、プライバシーやセキュリティも考慮した上で、実現可能17 
な技術・仕組みによる方法を検討すべきである。 18 
さらに、各関係者の具体的な取組内容の整理に際しては、どのような形で必19 

要な取組を求めるかについても検討すべきであり、その取組を強く促すために20 
は、実効性を担保するための措置が不可欠である。 21 
総務省は本会合の提言を踏まえ、「課題と論点の整理」に記載されたその他22 

の論点と併せてこども家庭庁と連携し、一日も早く、青少年の安心・安全なイ23 
ンターネット利用について具体的な取組を開始すべきである。 24 
 25 

  26 
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（参考１） 

 

デジタル空間における情報流通の諸課題への対処に関する検討会 

青少年保護ワーキンググループ 構成員 

 

（敬称略・五十音順） 

【構成員】 

     石戸 奈々子  慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科 教授 

 

上沼 紫野   ＬＭ虎ノ門南法律事務所 弁護士 

 

主査  曽我部 真裕  京都大学大学院法学研究科 教授 

 

鶴田 利郎   専修大学ネットワーク情報学部 准教授 

 

水谷 瑛嗣郎  慶應義塾大学 

メディア・コミュニケーション研究所 准教授 

 

米田 謙三   早稲田大阪高等学校 教諭 
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（参考２） 

 

デジタル空間における情報流通の諸課題への対処に関する検討会 

青少年保護ワーキンググループ 開催実績 

 

回次 開催日 主な議題 

第１回 令和７年 11月 11日 青少年保護ワーキンググループにおける検

討の進め方について 

第２回 令和７年 12月 22日 個別論点について 

第３回 令和８年２月 18日 個別論点について 

第４回 令和８年４月 22日 論点整理案について 

第５回 令和８年６月２日 第一次報告書案について 

第６回 令和８年６月８日～ 

令和８年６月 10日 

第一次報告書案について 

（電子メールによる審議） 
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